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彼岸花

相続税を金銭で納められない場合に、土地や株式等で納めることができる制度。ただ
し、抵当権が設定されている不動産や境界が不明確な土地等、その処分が困難等の理由
から物納が認められない財産があります。平成18年度税制改正では、従来、明確でなか
った物納不適格財産を明確化する等の見直しがされています。

相続税の物納制度

国税／8月分源泉所得税の納付 9月11日

国税／7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

10月2日

国税／1月決算法人の中間申告 10月2日

国税／10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 10月2日

（長月） September

18日・敬老の日　23日・秋分の日9月
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平
成
十
八
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
に
つ
い

て
、
損
金
不
算
入
と
な
る
交
際
費
等
の

範
囲
か
ら
一
人
当
た
り
五
千
円
以
下
の

一
定
の
飲
食
費
を
除
外
す
る
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
、
改
正
点
の
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
改
正
前
の
制
度
の
概
要

法
人
が
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
支
出
し
た

交
際
費
等
の
額
は
、
損
金
の
額
に
算
入

さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
資
本
金
が
一
億
円
以
下
の

法
人
に
つ
い
て
は
、
支
出
交
際
費
等
の

年
四
〇
〇
万
円
以
下
の
部
分
の
一
〇
％

相
当
額
と
年
四
〇
〇
万
円
を
超
え
る
部

分
の
金
額
の
合
計
額
が
損
金
不
算
入
と

さ
れ
ま
す
（
図
表
参
照
）。

２
　
交
際
費
等
の
範
囲

交
際
費
等
と
は
、
法
人
が
事
業
に
関

係
の
あ
る
者
（
仕
入
先
、
得
意
先
、
そ

の
法
人
の
株
主
、
役
員
、
従
業
員
等
）

に
対
し
て
、
接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈

答
等
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
を
い
い

ま
す
。

３
　
改
正
の
内
容

a

交
際
費
等
の
範
囲
の
見
直
し

交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
、
一
人
当
た

り
五
千
円
以
下
の
一
定
の
飲
食
費
が
除

外
さ
れ
ま
し
た
。

一
定
の
飲
食
費
と
は
、
具
体
的
に
は
、

飲
食
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
（
飲

食
等
）
の
た
め
に
要
す
る
費
用
を
い
い

ま
す
が
、
専
ら
そ
の
法
人
の
役
員
、
従

業
員
又
は
こ
れ
ら
の
親
族
に
対
す
る
接

待
等
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
は
除
か

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
人
当
た
り
五
千
円
以
下
の

判
定
は
、
飲
食
等
の
た
め
に
要
す
る
費

用
と
し
て
支
出
す
る
金
額
を
そ
の
飲
食

等
に
参
加
し
た
者
の
数
で
除
し
て
計
算

し
た
金
額
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
飲
食
等
の
た
め
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

の
保
存
が
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
そ
の
飲
食
等
が
あ
っ
た
年
月
日

②

そ
の
飲
食
等
に
参
加
し
た
得
意
先
、

仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
の
あ
る

者
等
の
氏
名
又
は
名
称
と
そ
の
関
係

③

そ
の
飲
食
等
に
参
加
し
た
者
の
人

数
④

そ
の
飲
食
等
の
た
め
に
要
す
る
費

用
の
金
額
並
び
に
飲
食
店
、
料
理
店

等
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

s

適
用
期
限
の
延
長

交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
の
適

用
期
限
が
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
ま
で

二
年
間
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

損金算入 損金不算入 

定額控除額年400万円 
交際費等の支出額 

10％ 

図表 ■ 交際費等の損金不算入額 

10％ 

大企業（資本金1億円超の法人） 

中小企業（資本金1億円以下の法人） 

× 

全　額 

支出交際費等の額と定額控除額 
（年400万円）の少ない方の金額 

90％相当額を 
超える部分 

交際費課税 
の
改
正 

Ｑ＆ＡＡ Ｑ＆Ａ
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４
　
適
用
時
期

３
a
の
改
正
は
、
法
人
が
平
成
十
八

年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年

度
に
つ
い
て
適
用
し
ま
す
。

５
　
具
体
例
Ｑ
＆
Ａ

国
税
庁
か
ら
飲
食
費
に
関
す
る
取
扱

い
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で

Ｑ
＆
Ａ
で
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

飲
食
の
相
手
方
は
ど
う
判
断

し
た
ら
よ
い
で
す
か
。

い
わ
ゆ
る
社
内
飲
食
費
は
五

千
円
基
準
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
社
外
の
者
に
対
す
る
接

待
等
の
飲
食
費
に
限
り
一
人
当

た
り
五
千
円
以
下
を
交
際
費
等

か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ち

な
み
に
、
参
加
者
が
社
内

だ
け
の
場
合
は
、
福
利
厚
生
費

又
は
交
際
費
等
と
な
り
ま
す
。

「
飲
食
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
行
為
」
と
は
、
具
体
的
に
何

で
す
か
。

例
え
ば
得
意
先
等
の
た
め
に

購
入
し
た
弁
当
代
が
該
当
し
ま

す
。
ま
た
カ
ラ
オ
ケ
ス
ナ
ッ
ク

な
ど
で
飲
食
す
る
場
合
も
含
ま

れ
ま
す
。

得
意
先
を
飲
食
店
等
へ
送
迎
す

る
た
め
の
費
用
は
飲
食
等
の
た

め
に
要
す
る
費
用
に
含
ま
れ
ま
す

か
。飲

食
店
等
に
対
し
て
直
接
支

払
う
も
の
で
な
い
の
で
含
ま
れ

ま
せ
ん
。

ゴ
ル
フ
等
に
際
し
て
の
飲
食

費
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

ま
す
か
。

ゴ
ル
フ
等
の
主
た
る
目
的
の

行
事
の
一
連
の
行
為
で
一
体
と

な
っ
て
い
る
も
の
は
、
区
分
し

な
い
で
費
用
全
額
が
原
則
、
交

際
費
等
に
該
当
し
ま
す
。

接
待
す
る
相
手
方
が
親
会
社

の
役
員
等
の
場
合
は
ど
う
取
り

扱
わ
れ
ま
す
か
。

あ
く
ま
で
社
外
の
者
と
な
り

ま
す
の
で
、
社
内
飲
食
費
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
同
業
者

パ
ー
テ
ィ
ー
等
も
互
い
に
接
待

し
合
っ
て
い
る
関
係
な
の
で
、

こ
れ
も
社
内
飲
食
費
に
は
当
た

り
ま
せ
ん
。

一
人
当
た
り
の
飲
食
費
が
五

千
円
を
超
え
た
場
合
、
五
千
円

以
下
の
部
分
は
交
際
費
等
か
ら

控
除
で
き
ま
す
か
。

一
人
当
た
り
五
千
円
を
超
え

る
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
の
飲

食
費
全
額
が
交
際
費
等
に
該
当

し
ま
す
。

飲
食
等
が
一
次
会
、
二
次
会

等
複
数
に
わ
た
っ
た
場
合
は
、

ど
う
取
り
扱
わ
れ
ま
す
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
単
独
で

行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為

に
か
か
る
飲
食
費
ご
と
に
一
人

当
た
り
五
千
円
以
下
か
ど
う
か

の
判
定
を
行
っ
て
差
し
支
え
あ

り
ま
せ
ん
。

飲
食
費
が
一
人
当
た
り
五
千

円
以
下
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判

定
す
る
場
合
、
消
費
税
等
は
ど

う
取
り
扱
わ
れ
ま
す
か
。

支
出
し
た
法
人
の
適
用
し
て

い
る
税
抜
経
理
方
式
又
は
税
込

経
理
方
式
で
判
断
し
ま
す
。

一
定
の
書
類
の
保
存
要
件
と

し
て
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、

注
意
す
べ
き
点
が
あ
り
ま
す
か
。

記
載
に
当
た
っ
て
は
、
原
則

と
し
て
、
相
手
方
の
名
称
や
氏

名
の
す
べ
て
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
相
手
方
の
氏
名
に
つ
い

て
、
そ
の
一
部
が
不
明
の
場
合

や
多
数
参
加
し
た
よ
う
な
場
合

に
は
、
そ
の
参
加
者
が
真
正
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
、「
○
○
会

社
、
□
□
部
、
△
△
◇
◇
（
氏

名
）
部
長
他
一
〇
名
、
卸
売
先
」

と
い
う
表
示
で
あ
っ
て
も
差
し

支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
相
手
方
を
偽
っ
た

り
、
参
加
者
人
数
の
水
増
し
等

を
行
う
と
事
実
の
隠
ぺ
い
又
は

仮
装
と
な
り
ま
す
。

■A □Q9 ■A □Q8

■A □Q7 ■A □Q6

■A □Q5 ■A □Q4 ■A □Q3

■A □Q2 ■A □Q1
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父
は
生
前
、
次
の
生
命
保
険

料
を
支
払
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
父
の
死
亡
に
伴
う
相
続
税
の
課
税

関
係
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

①
契
約
者
・
被
保
険
者
＝
私
（
長
男
）

②
契
約
者
＝
父
・
被
保
険
者
＝
母

①
保
険
契
約
者
が
被
相
続
人

以
外
で
あ
る
あ
な
た
で
す
か

ら
、
そ
の
生
命
保
険
契
約
の
権
利
は
あ

な
た
が
相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

②
保
険
契
約
者
が
被
相
続
人
で
あ
る

お
父
様
な
の
で
、
そ
の
生
命
保
険
契
約

の
権
利
は
、
み
な
し
相
続
財
産
と
は
な

ら
ず
、
本
来
の
相
続
財
産
と
し
て
相
続

税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
い
ず
れ
も
相
続
税
の
対
象
と

さ
れ
る
金
額
は
、
原
則
と
し
て
解
約
返

戻
金
相
当
額
と
さ
れ
ま
す
。

当社は本年１月１日設立の9月決算
法人です。したがって、今期は9ヶ月

間の事業年度となりますが、この場合の減価
償却資産の償却限度額はどのように計算する
のでしょうか？なお、減価償却資産は、設立
と同時に事業供用し、償却方法は定率法です。

事業年度が１年未満となる場合の
定率法の償却限度額計算は、単純に

月数按分するのではなく、次の改定耐用年数
に応じた改定償却率を用いて計算します。

改定償却率＝改定耐用年数
に応ずる償却率

改定耐＝法定耐×12÷当該事業
用年数 用年数 年度の月数

（注1）改定耐用年数に１年未満の端数が生じ
たときはその端数は切り捨てます。

（注2）改定耐用年数が100年を超えるときは、
その償却限度額は次により計算します。

償却限＝償却前×法定耐用　×当該事業　÷12
度額 の帳簿 年数に応ず　年度の月数

価額 る償却率

事業年度１年未満の償却限度額

当社の従業員が、得意先への商品

納入の際に駐車違反をしてしまいま

した。業務上のことなので交通反則

金、レッカー移動代、保管料等は、当社が負

担しましたが、税務上どのように扱われます

か？また、罰金等で損金算入できるものはあ

りますか？

法人がその役員又は使用人に課さ

れた罰金等を負担した場合、その罰

金等が法人の「業務の遂行に関連し

てされた行為等」に対して課されたものであ

るときは、法人の損金の額に算入されず、そ

の他のものであるときは、役員又は使用人の

給与（賞与）とされます。

ご質問の場合、駐車違反は「業務の遂行に

関連した行為等」に対して課されたものです

から、貴社が負担した交通反則金等はその従

業員の給与とはならず、法人に対して課され

た罰金等と同様に扱い、この交通反則金は損

金の額に算入することはできません。

一方、駐車違反に伴い徴収されるレッカー

移動代等は、その措置に要した実費を負担さ

せる意味合いのものであるため、罰金等とは

性格が異なります。

従って、損金不算入とされる罰金等には該

当せず、ご質問の業務遂行中の取締りに係る

レッカー移動代等は、損金算入することがで

きます。

なお、厚生年金保険法に基づく社会保険料

又は雇用保険法に基づく労働保険料の追徴金

及び延滞金などの罰金等についても損金算入

が認められています。

損金の額に算入されない
罰金等

Q

A

問答

生
命
保
険
契
約
の

権
利
に
関
す
る
課
税
関
係

税金 

メモ 
一口 




